通　告　書
平成２０年　　月　日
冠省
　当職は後記通告人らの書類作成代理人として貴殿に対し、以下の通り通告致します。

　通告人らの被相続人である故甲野△△（以下「△△」という）は、平成１９年××月××日に貴法人と「○○○の里」入所契約を締結し、同日より入所中のところ、平成２０年××月××日、貴法人が経営する東京都××区××１－２－３所在のグループホーム○○○の里（以下「○○○の里」という）の施設内において、同施設の職員が、△△を車椅子からベッドへ移動させる際に△△を転倒させてその上にのしかかり、△△を意識不明の重体にさせ、その直後に△△は病院に運ばれましたが、３日後の同年××月××日、△△は圧迫死により、帰らぬ人となりました（以下「本事件」という）。
　本事件は、○○○の里の施設内で同施設職員が職務行為として故△△を移動させる際に発生したものであり、これは業務上過失致死罪（刑法２１１条１項前段）として5年以下の懲役若しくは禁錮又は１００万円以下の罰金に処せられる犯罪行為であります。また、貴法人には当然に使用者責任（民法第７１５条）と入所契約上の債務不履行責任があります。

　しかしながら、○○○の里からは本件の病院の治療費・入院費の負担はあったものの、その後、葬式の後は○○○の里や貴法人からは何等の挨拶も謝罪も一切ありません。
　また、直接本事件を起こした施設職員においては、挨拶もないばかりか、○○○の里に聞いてもその氏名すら回答して頂けておりません。
　通告人らはいずれも故△△の法定相続人であり、本事件に対する△△の損害賠償請求権を相続しており、併せて遺族という固有の地位において本事件によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料請求権も有しております。

　よって、通告人らは、貴法人に対し、本事件の不法行為責任に対する損害賠償請求権に基づき、金２０００万円、及び遺族という固有の地位による慰謝料請求権に基づき、金７５０万円、及びこれらに対する不法行為が発生した平成２０年××月××日の翌日から支払い済みに至るまで年５分の割合による金員、及び葬儀費用として金１００万円、の支払を請求致しますので、本書面到着後１週間以内に下記指定口座に振込送金の方法により、お支払い下さるよう、お願い申し上げます。
　なお、１週間以内に上記送金がして頂けない場合、残念ながら、民事上の損害賠償請求の訴訟を提起する事はもちろんとして、併せて本事件を刑事告訴する所存ですので申し添えます。
記
銀行名

□□□銀行

支店名

□□□支店

預金種別
普通預金

口座番号
□□□□□□□
口座名義
□□　□□
（□□□　□□□□）

以上
　　通告人

東京都××区××町□－□－□
甲野　市江

通告人

千葉県××市××町□－□－□
乙野　藤子
通告人

茨城県××市××町□－□－□
甲野　三男
通告人ら書類作成代理人
　　　東京都新宿区下宮比町２－２８

　　　飯田橋ハイタウン９３１

　　　飯田橋総合行政書士事務所
　　　ＴＥＬ０３－５２０６－７７７３
　　　ＦＡＸ０３－５２０６－８６７３

　　　　　　　　　　行政書士　小竹　広光
　被通告人

東京都××区××９－８－７
ジェイエス土木工業株式会社
代表取締役　丙山　明　殿
